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資料-1 

1  重要水防区域 

(1)  国土交通省管理河川等の重要水防箇所 

直 轄 河 川 等 の 重 要 水 防 箇 所 評 定 基 準 

(平成 18 年改定) 

種  別 
重  要  度 

要注意区間 
A水防上最も重要な区間 B水防上重要な区間 

堤 防 高 

（流下能力） 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮

区間の堤防にあっては計画高潮位）が現

況の堤防高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮

区間の堤防にあっては計画高潮位）と現

況の堤防高との差が堤防の計画余裕高

に満たない箇所。 

 

堤 体 断 面 

現況の堤防断面あるいは天端幅が、計

画の堤防断面あるいは計画の天端幅の

2分の 1未満の箇所。 

現況の堤防断面あるいは天端幅が、計

画の堤防断面あるいは計画の天端幅に

対して不足しているが、それぞれ 2分の

1以上確保されている箇所。 

 

法 崩 れ ・ 

す べ り 

法崩れ又はすべりの実績があるが、そ

の対策が未施工の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績があるが、そ

の対策が暫定施工の箇所。法崩れ又はす

べりの実績はないが、堤体あるいは基礎

地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又

はすべりが発生するおそれのある箇所

で、所要の対策が未施工の箇所。 

 

漏 水 
漏水の履歴があるが、その対策が未施

工の箇所。 

漏水の履歴があり、その対策が暫定 

施工の箇所。漏水の履歴はないが、破堤

跡又は旧川跡の堤防であること、あるい

は基礎地盤及び堤体の土質等からみて、

漏水が発生するおそれがある箇所で、所

要の対策が未施工の箇所。 

 

水衝・洗掘 

水衝部にある堤防の前面の河床が深

掘れしているがその対策が未施工の箇

所。橋台取り付け部やその他の工作物の

突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗わ

れ一部が破損しているが、その対策が未

施工の箇所。波浪による河岸の欠壊等の

危険に瀕した実績があるが、その対策が

未施工の箇所。漏水の履歴があるが、そ

の対策が未施工の箇所。 

水衝部にある堤防の前面の河床が深

掘れにならない程度に洗掘されている

が、その対策が未施工の箇所。 

 

工 作 物 

河川管理施設等応急対策基準に基づ

く改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その

他の工作物が設置されている箇所。橋梁

その他の河川横断工作物の桁下高等が

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区

間の堤防にあっては計画高潮位）以下と

なる箇所。 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下

高等と計画高水流量規模の洪水の水位

（高潮区間の堤防にあっては計画高潮

位）との差が堤防の計画余裕高に満たな

い箇所。 

 

工 事 施 工   

出水期間中に堤

防を開削する工事

箇所又は仮締切り

等により本堤に影

響を及ぼす箇所。 

新 堤 防 ・ 

破 堤 跡 ・ 

旧 川 跡 

  

新堤防で築造3年

以内の箇所。破堤跡

又は旧川跡の箇所。 

陸 閘   
陸閘が設置され

ている箇所。 
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平成２８年度直轄河川重要水防箇所一覧表（最重要箇所） 

事務 

所名 

図面対

象番号 
河川名 種別 階級 

左右 

岸別 

重要水防箇所 
延長 

(m) 
重要なる理由 

県及び市町村 
国土交通省 

担当出張所 

想 定 さ れ る 

水 防 工 法 地先名 粁杭位置 担当水防団体 
担当土木事務

所 

江戸川

河川事

務所 

江左 35-5 江戸川 

 

堤防高 

堤防断面 

 

B 

B 

左 大字深井新

田 

35.0k 上 271m 

34.5k 上 178m 

601.9 計算水位と現況堤防高の差

が余裕高未満 

（流下能力不足） 

現況堤防断面、天端幅が計

画以下で 1/2以上 

東葛中部地区

連合水防団 

東葛飾土木 運河出張所 積み土のう 

築きまわし 

江左 29-1 堤防高 

堤防断面 

B 

B 

 

左 大字下花輪 29.5k 上 62m 

28.0k 上 56m 

1535.2 

 

計算水位と現況堤防高の差

が余裕高未満 

（流下能力不足） 

現況堤防断面、天端幅が計

画以下で 1/2以上 

東葛中部地区

連合水防団 

東葛飾土木 松戸出張所 積み土のう 

築きまわし 

江左 28-1 堤防高 

 

B 

 

左 流山 3丁目 28.0k上 56m 

27.0k上 297m 

689.7 計算水位と現況堤防高の差

が余裕高未満 

（流下能力不足） 

東葛中部地区

連合水防団 

東葛飾土木 松戸出張所 積み土のう 

月の輪工 

   

 

    

 

    

   

 

 

    

 

    

            

注）1.平成２８年度直轄河川重要水防箇所一覧表については、国土交通省江戸川河川事務所、洪水計画書第４章重要水防箇所調書参照。 

   上表３箇所については、平成 27年度第 2回水防会議会議で指定した、危険度上位３箇所。 
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(2)  県管理河川等の重要水防箇所 

県 管 理 河 川 等 の 危 険 度 評 定 基 準  

（平成 9 年制定） 

種  別 
重  要  度 

最も重要な区間（A） 次に重要な区間（B） 

堤 防 高 

（ 河 川 ） 

1.一連区間の中で、堤防高又は河川高が上

下流に比べ著しく低く（堤防の局部的沈

下又は改修途上にある河川の未施工部

等）氾濫の恐れが大きく背後に住家等が

ある所。 

2.近年の出水及び津波により氾濫の実績

があり、住家等に被害が発生した所。 

1.一連区間の中で、堤防高又は河川高が上

下流に比べ低く氾濫の恐れがあり背後

に住家等がある所。 

2.近年の出水及び津波で氾濫が起こる寸

前まで水位が上昇したことがあり、氾濫

の恐れがあると予想され背後に住家等

がある所。 

3.越波により浸水被害の発生する恐れが

あると予想され、背後地に住家等がある

所。 

堤 体 強 度 

（ 河 岸 ） 

1.一連の堤防のうち、部分的に特に天端上

面幅が狭いか、又は堤防斜面の勾配が急

なため、堤防断面が小さく堤防の決壊等

により甚大な被害が予想される所。 

2.築堤後、1年を経過していない堤防区間。 

3.堤体を開削して行う工事（水門、樋管、

橋台等）の施工後 1年を経過していない

所。 

4.堤体あるいは基礎地盤の地質土質の特

性から、堤防斜面の崩壊、すべり、急激

な沈下等が発生したことのある所。 

5.特殊堤又は、護岸等の老朽化が著しい箇

所で近接して住家、道路等の公共施設が

ある所。 

1.一連の堤防のうち、部分的に堤体断面が

小さく破堤等により相当な被害が予想

される所。 

2.堤防の決壊後、3 年を経過していない堤

防区間。 

3.堤体を開削して行う工事の施工後3年を

経過していない所。 

4.堤体あるいは基礎地盤の土質地質の特

性から、堤防斜面の崩壊、すべり沈下等

が予想される所。 

5.特殊堤、又は護岸等の崩壊が予想され、

近接して住家、道路等の公共施設がある

所。 

漏 水 
1.堤体あるいは、基礎地盤より漏水の実績

があるか、又はその恐れが十分ある所。 

1.従来漏水の実績があるが、これに対し

て、処置が講じられた所。 

水 衝 

1.洪水時における水衝部で低水護岸、高水

護岸等が度々破損され、破堤寸前までの

決壊等が発生したことのある所。 

2.堤防から水があふれることにより背後

の住家等に被害が発生したことのある

所。 

1.洪水時における水衝部で護岸等がある

が、老朽化により効用が著しく減じてい

るなど完全なものとは考えられない所。 

2.堤防から水があふれる恐れがあり、背後

に住家等がある所。 

洗 掘 

（ 深 掘 れ ） 

1.堤脚又は、護岸基礎部分の深掘れが著し

い所で、根固め工又は水制工等が十分で

ないと考えられる所。 

1.堤脚又は、護岸基礎部分の深掘れの恐れ

がある所。 

工 事 施 工 

1.2 年以上にまたがり、かつ出水期にやむ

なく施工せざるを得ない水門、樋管等の

工事で堤防を開削している所。 

2.工事に伴い一時的であるが、危険が予想

される所。 

1.樋管、橋台等施工箇所で堤防護岸が未施

工の所。 

工 作 物 

1.取水堰、樋管等の堤防工作物で設置時期

が古く、不同沈下、漏水等により不慮の

事故が予想される所。 

2.橋梁桁下高及び通水断面の過少又は固

定堰等で特に危険が予想される所。 

3.排水ポンプ場の稼動停止により氾濫の

実績があり住家等に被害が発生した所。 

1.橋脚、可動堰等で通水に障害が生じ易い

所。 
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平成２７年度直轄河川以外の本市重要水防箇所一覧表 

河川名 種別 重要度 
重要水防箇所 延長(m) 

重要なる理由 担 当 水防 団体 
想定される水防 

工 法 又 は 対 策 地先名 粁杭位置 右岸 左岸 

富士川 堤体強度 A  
松戸市幸田～ 

流山市前ヶ崎 
 740 740 (B1) 流山市  

注）1.B1：県管理河川等の危険度評定基準参照。 

 

引用：千葉県水防計画(平成２７年度版)（資料編 第 1章重要水防区域） 
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2  器具、資材及び施設 

(1)  指定水防管理団体整備基準 

水防管理団体は概ね担当堤防延長 2km について 1 箇所の割合で水防倉庫（木造 33.3m2程

度）及びその他資材備え付け場（なるべく水防活動に便利な箇所を選ぶ）を設け、次の表

に示す資器材を備蓄するように努めるものとする。 

 

品名 数 量 品名 数 量 

土のう 3,000 袋 のこぎり 4 丁 

なわ 550 kg かま 10 丁 

シート 100 枚 おの 5 丁 

杉丸太 赤口 3寸 2.5間 10 本 ペンチ 3 丁 

〃      2.0間 30 本 鉄線 （#8） 100 kg 

〃      1.0間 200 本  〃 （#10） 100 kg 

竹 15 本 かすがい 50 本 

蛇籠 20 本 大型照明灯 3 台 

スコップ 30 丁 予備土砂 若干  

掛矢 10 丁    

 

引用：平成２７年度千葉県水防計画（資料編 第 4章器具、資材及び施設の整備運用なら

びに輸送 第 1節指定水防管理団体整備基準） 

 

(2)  水防施設 

水防施設等の一覧については「3.付図・付表 (3)」《 資料-6 》のとおり。 

(3)  水門施設 

水門等の一覧については「3.付図・付表 (10)」《 資料-13 》のとおり。 
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3  付図・付表 

(1)  指定河川水防区域警戒分担組織表 

区分 

 

 

 

水防区 

地域名 

担

当

署 

担
当
方
面
隊
長 

担当 

分団 

出動別 

警戒拠点 
適

用 

第 1次 第 2次 第 3次 

江戸川 

第 1水防区 

大字木、大字流山 

流山 5丁目 

～8丁目 

南流山 7 丁目 

～8丁目 

南

消

防

署 

第
1
方
面
隊
長 

1 分団 

4 分団 

1 分団 

4 分団 
6 分団 

全分団 

流山 8丁目地先 

(流山橋付近) 

 

江戸川 

第 2水防区 

流山 1～3丁目 

大字加 

加 1～6丁目 

大字三輪野山 

三輪野山 1～5丁目 

中

央

消

防

署 

第
2
方
面
隊
長 

2 分団 

3 分団 

8 分団 

2 分団 

3 分団 

8 分団 

7 分団 

流山 2丁目地先 

(今上落し樋門

付近） 

 

江戸川 

第 3水防区 

下花輪 

南 

北 

小屋 

平方 

中

央

消

防

署 

第
3
方
面
隊
長 

13 分団 

14 分団 

15 分団 

13 分団 

14 分団 

15 分団 

12 分団 

北地先 

(新川第 2樋門 

付近) 

 

江戸川 

第 4水防区 

平方村新田 

深井新田 

北

消

防

署 

第
4
方
面
隊
長 

9 分団 

10 分団 

11 分団 

9 分団 

10 分団 

11 分団 

22 分団 

深井新田地先 

(利根運河と 

江戸川合流点 

付近) 

 

利根運河 

深井新田 

西深井 

東深井 

北

署

消

防 

第
4
方
面
隊
長 

9 分団

10 分団 

11 分団 

9 分団 

10 分団 

11 分団 

22 分団 
東深井地先 

(運河橋付近) 

 

坂  川 

大字鰭ケ崎 

宮園 1丁目 

～3丁目 

芝崎 

南

消

防

署 

第
6
方
面
隊
長 

第
1
方
面
隊
長 

5 分団 

17 分団 

5 分団 

17 分団 
16 分団 鰭ケ崎団地付近 

 

1. 警戒巡視中、異常を発見したときは、水防本部及び関係機関へ連絡をすること。 

2. 警戒体制中、適宜異常の有無を水防本部へ報告すること。なお、最終の引き揚げ時には必ず報

告のこと。 

3. 長時間にわたり警戒に従事する場合は、その都度水防本部から指示する。 

4. 担当分団は、「連絡・待機体制」として、水防準備を担うこととする。 
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(2)  流山市消防団配備略図

 常
磐
自
動
車
道

 

 

 

県
道
松
戸
・
野
田
線 

 

水防倉庫 
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(3)  水防資器材の備蓄状況 

ア  水防施設及び資器材の現況 

                       平成 28年度江戸川洪水計画書 

注）1.水防用土砂 下花輪資材置場の土砂を使用する。 

 

イ  無線機                   平成 28年 4月 1日現在 

シ ス テ ム 名 台  数 

基地局 

 無線機 

 統制卓 

 交換制御装置 

 遠隔制御器 

 非常用電源 

3 台 

1 台 

1 台 

4 台 

1 台 

移動局 

 車載型無線機 

 可搬型無線機 

 携帯型無線機 

11 台 

15 台 

3 台 

固定局  固定系子局 66 台 

 

ウ  水防活動人員 

消防団員   297名 

消防職員   184名 

市役所職員 1,040名 （平成 28年 3月現在） 

水

防

倉

庫

名 

設置場所 

(設置年月日) 

水防資材 水防器材 

土
の
う
袋 

縄 

丸
太
く
い 

鉄
線 

その

他 

ス
コ
ッ
プ 

万
能 

ペ
ン
チ 

お
の 

鋸 

掛
矢 

く
わ 

鎌 

発
電
機 

その他 

流

山

市 

水

防

倉

庫 

流山市 

大字流山 

9 丁目 

500-31番地 

(H27.5.7) 

袋 玉 本 kg 
防水

ｼｰﾄ 
丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 台  

2,280 19 21 - 5 161 3 4 9 14 8 8 14 4 

ハンマー 

:13 

土のう止用 

銅管:450 

排水用水中 

ポンプ:4 
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(4)  輸送車両一覧 

 

（平成 28 年 4月 1日現在） 

車   種 台 数 備   考 

特殊自動車 5 台 ショベル・ローダ 1台、フォークリフト 2 台 

バックホ―（ミニショベル）1台、ホイールロー

ダ 1台 

軽貨物自動車 24 台 共用車（貨物車）9 台、健康増進課 6台、公民館

1 台、図書・博物館 2台、コミュニティ課 3台、

クリーンセンター2 台、下水道建設課 1台 

軽貨物自動車（防災無線付） １台 道路管理課（ダンプ）1台、 

軽乗用自動車 60 台 共用車（乗用車）12 台、環境政策・放射能対策

課 1台、教育総務課 25台、子ども家庭課 3台、

指導課 2 台、社会福祉課 4 台、障害者支援課 2

台、保育課 6台、公民館 2台、コミュニティ課 2

台、児童発達支援センター1 台 

小型貨物自動車 24 台 共用車（貨物車）7 台、環境政策・放射能対策課

1 台、クリーンセンター2台、健康増進課 2台、

公民館 1 台、生涯学習課 1 台、障害者支援課 1

台、道路管理課 4 台（内 2ｔダンプ 2 台）、道路

建設課 1 台、図書・博物館 2 台、下水道建設課 2

台 

小型貨物自動車（防災無線付） 6 台 共用車（貨物車）4 台、道路管理課 2台 

小型乗用自動車 5 台 共用車 1 台、生涯学習課 2台、障害者支援課（つ

ばさ学園連絡車）1 台、公民館 1台 

普通貨物自動車 2 台 道路管理課（ダンプ、2ｔダンプ）1 台、図書・

博物館 1 台 

普通貨物自動車（防災無線付） 1 台 道路管理課（ダンプ、2ｔダンプ）1台 

普通乗用自動車 ７台 共用車 3 台、財産活用課（乗用車）3台、防災危

機管理課（防災無線車）1台 

普通特種自動車 1 台 道路管理課（バキュームダンパー）1台 

普通特殊自動車（防災無線付） 1 台 道路管理課（道路作業車）1 台 

普通乗合自動車 4 台 高齢者生きがい推進課（乗合バス）1台、障害者

支援課（乗合バス）3台 

  合      計 141台 （共用車 36台・専用車 105台・下水道 3台） 

注）1.水道局及び消防関係を除く。 

2.ショベル・ローダ及びフォークリストはクリーンセンター管理で、場内の使用に限られる。 
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(5)  防災行政無線回線系統 

ア  基地局・陸上移動局 

無線系の種別 呼出名称 設置場所 

基地局 ぼうさいながれやま 流山市役所内 

防災危機管理課 

 

陸上移動局 車載型 ぼうさいながれやま1 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま2 河川課 

  ぼうさいながれやま3 道路管理課 

  ぼうさいながれやま4 道路管理課 

  ぼうさいながれやま5 環境政策課 

  ぼうさいながれやま6 道路管理課 

  ぼうさいながれやま7 河川課 

  ぼうさいながれやま8 秘書広報課 

  ぼうさいながれやま9 道路管理課 

  ぼうさいながれやま10 道路管理課 

  ぼうさいながれやま11 道路管理課 

 携帯型 ぼうさいながれやま101 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま102 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま103 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま104 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま105 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま106 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま107 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま108 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま109 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま110 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま111 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま112 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま113 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま114 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま115 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま201 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま202 防災危機管理課 

  ぼうさいながれやま203 防災危機管理課 

 注）1.水道局（基地局：ながれやまし、車載型：ながれやまし 1～ながれやまし 11、 

    携帯型：ながれやまし 101、102）を除く。 

 

イ  防災行政無線（固定親局） 

無線系の種別 呼出名称 設置場所 

固定系親局 ぼうさいながれやま 流山市役所内 

流山市消防本部内 
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ウ  防災行政無線（固定子局） 

番号 設置場所 備考 番号 設置場所 備考 

1 平方 1号公園   41 流山小学校 屋上 

2 駒形神社   42 旧流山幼稚園  

3 東深井 5 号公園   43 南流山 9 号公園   

4 江戸川台 7号公園   44 南流山 2 号公園   

5 江戸川台 12 号公園   45 西深井 10分団   

6 北 3号公園   46 こうのす台 3号公園   

7 江戸川台 16 号公園   47 江戸川台 9号公園   

8 若葉台 1 号公園   48 北部公民館 屋上 

9 青田 2号公園   49 江戸川台 7号公園  

10 美田 2号公園   50 駒木台福祉会館   

11 十太夫 1 号公園   51 初石 1号公園   

12 野々下 1 号公園   52 初石 10号公園   

13 松ケ丘公園   53 南福祉会館   

14 東部中学校 屋上 54 駒木 4号公園   

15 不二公園   55 西初石 5 丁目   

16 向小金 3 号公園   56 旧長崎保育所   

17 八木中学校 屋上 57 東小学校 屋上 

18 美和 2号公園   58 総合運動公園  

19 赤城山公園   59 中自治会館   

20 南流山 6 号公園   60 南部中学校 屋上 

21 南流山中央公園   61 中央公民館 屋上 

22 宮園 1号公園   62 平和台 6 号公園  

23 鰭ケ崎 1 号公園   63 観音寺   

24 流山市役所 屋上 64 流山北小学校   

25 東深井 11号公園   65 東深井本宿緑地   

26 東深井福祉会館   66 上貝塚   

27 東深井小学校 屋上 67 小山小学校   

28 名都借 2 号公園   68 流山おおたかの森駅南口公園  

29 江戸川台 1号公園   69 水道局   

30 平方 3号公園   70 茂呂神社   

31 平方村新田自治会館   71 西平井調整池   

32 常盤松中学校 屋上 72 南流山中学校   

33 初石 6号公園   73 木地区調整池   

34 駒木 3号公園  74 生涯学習センター  

35 野々下 6 号公園  75 八木南小学校  

36 松ケ丘 2 号公園  76 西平井浄水場  

37 向小金 4 号公園  77 流山おおたかの森駅 

東口都市広場 
 

38 向小金福祉会館  78 おおたかの森 9号緑地  

39 平和台 4 号公園  79 おおたかの森小・中学校  

40 宮園 2号公園  80   
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エ  防災用携帯電話 

全 30台 平成 28年 4月現在 

整理番号 区 分 保管責任者 

1 特別職 市長 

2 特別職 副市長 

3 特別職 上下水道事業管理者 

4 市民生活部 市民生活部 

5 市民生活部 防災危機管理課長 

6 市民生活部 防災危機管理課長補佐 

7 市民生活部 防災危機管課職員 

8 市民生活部 市民生活部次長 

9 市民生活部 防災危機管理課係長 

10 市民生活部 防災危機管理課職員 

11 土木部 土木部長 

12 土木部 道路管理課長 

13 土木部 道路管理課職長 

14 土木部 道路建設課長 

15 土木部 河川課長 

16 環境部 環境政策・放射能対課長 

17 消防本部 消防長 

18 消防本部 消防総務課長 

19 消防本部 予防課長 

20 消防本部 消防防災課長 

21 消防本部 中央消防署長 

22 消防本部 東消防署長 

23 消防本部 南消防署長 

24 消防本部 北消防署長 

25 市民生活部 貸出１ 

26 市民生活部 貸出２ 

27 市民生活部 貸出３ 

28 市民生活部 貸出４ 

29 医師会等 医師会長 

30 医師会等 歯科医師会長 

 

オ  防災電話・FAX番号 

防災危機管理課 
電話 220-721 

FAX 220-722 

河  川  課 電話 220-724 

企 画 政 策 課 電話 220-725 

消 防 本 部 
電話 607-721 

FAX 607-722 
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(6)  水防関係機関連絡先 

 

関 係 機 関 名 所 在 地 

流 山 市 役 所 平和台 1-1-1 

流 山 市 消 防 本 部 三輪野山 1-994 

流 山 市 中 央 消 防 署 同  上 

東 消 防 署 前ケ崎 449-1番地 

南 消 防 署 南流山 3丁目 9-6番地 

北 消 防 署 美原 2丁目 139-1番地 

消 防 団 本 部 三輪野山 1-994 

銚 子 地 方 気 象 台 銚子市川口町 2-6431 

国土交通省関東地方整備局 

江 戸 川 河 川 事 務 所  

運 河 出 張 所 

松 戸 出 張 所 

 

野田市宮崎 134 

流山市西深井 836 

松戸市主水新田 102 

千 葉 県 県 土 整 備 部 

河 川 環 境 課 
千葉市中央区市場町 1-1 

東葛飾地域振興事務所 

地 域 振 興 課 
松戸市小根本 7 

千葉県東葛土木事務所 

    維 持 課 
松戸市竹ヶ花 24 

千 葉 県 流 山 警 察 署 流山市大字三輪野山 744-4 

東日本電信電話（株） 

千 葉 支 店 

千葉市美浜区中瀬 1-6 NTT 幕張

ビル 8階 

（株）エヌ・ティ・ティ・ 

ド コ モ 千 葉 支 店 

千葉市中央区新町 1000 センシテ

ィタワー 

K D D I （ 株 ）  東京都新宿区西新宿 2-3-2 

東 京 電 力 パ ワ ー 

グ リ ッ ト ( 株 ) 
千葉市美浜区幸町 1-21-19 
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(7)  避難判断基準 

 

江戸川・利根運河・坂川の洪水時における避難の基準 

発令内容 発令時の状況 住民に求める行動 

水 位 

（平成２７年度 

洪水計画書） 

江戸川・利根運河 
：西関宿・野田 

坂川：大谷口新田 

避難準備情報 
（災害時要援護
者避難） 

災害時要援護者等、
特に避難行動に時間を
要する者が避難行動を
開始しなければならな
い段階であり、人的被
害の発生する可能性が
高まった状況。 

災害時要援護者等、特
に避難行動に時間を要
する者は、計画された避
難場所への避難行動を
開始（避難支援者は支援
行動を開始）。 
 
上記以外の者は、家族

等との連絡、非常用持出
品の用意等、避難準備を
開始。 

■水位 
6.10ｍ（西関宿） 
6.30ｍ（野田） 
3.20ｍ（大谷口新田） 

（はん濫注意情報の発令） 

避難勧告 通常の避難行動がで
きる者が避難行動を開
始しなければならない
段階であり、人的被害
の発生する可能性が明
らかに高まった状況。 

通常の避難行動がで
きる者は、計画された避
難場所等への避難行動
を開始。 

■水位 
8.10 ｍ（西関宿） 
8.20ｍ（野田） 
3.40ｍ（大谷口新田） 

（はん濫警戒情報の発令） 
 

避難指示 前兆現象の発生や、
現在の切迫した状況か
ら、人的被害の発生す
る危険性が非常に高い
と判断された状況。 

 
堤防の隣接地等、地

域の特性等から人的被
害の発生する危険性が
非常に高いと判断され
た状況。 

 
人的被害の発生した

状況。 

避難中の住民は、生命
を守る避難行動を速や
かに完了させる。 
 
未だ避難していない

住民は、直ちに避難行動
に移るかもしくは、その
暇がない場合は生命を
守る最低限の行動。 

■水位 
8.40ｍ（西関宿） 

   8.50ｍ（野田） 
  3.80ｍ（大谷口新田） 
（はん濫危険情報の発令） 
 
■河川管理施設の異常
（漏水等破堤につながる
おそれのある被災等）を
確認。 
 
■破堤を確認。 
 
■河川管理施設の大規模
異常（堤防本体の亀裂、
大規模漏水等）を確認。 

注）1.避難行動には、屋外退避し避難場所等に避難する行動と、事態が切迫した場合、建物への

垂直避難がある。 

2.情報の入手先 指定河川洪水予報：川の防災情報:http://www.river.go.jp/ 
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(8)  雨の強さと降り方の目安 

 

 
引用：平成２７年度千葉県水防計画（第 5章情報収集及び巡視、警戒 第 1節雨の強さ

と降り方の目安）
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(9)  水位伝達様式集 

ア  千葉県水防本部水防指令情報伝達表 

 
出典：平成２７年度千葉県水防計画（第 6章参考資料 第 1節 様式集） 

 

 



 

 

資料-12 

 

イ  洪水予報の発表形式 

 

 
出典：国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所 

（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/） 
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出典：平成 27年度江戸川河川事務所｢洪水対策計画書｣ 
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ウ  水防警報伝達様式（国） 

 
出典：平成 27年度江戸川河川事務所｢洪水対策計画書｣ 
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エ  水防警報伝達様式 

 

 
出典:千葉県水防計画(平成 27年度版)（第 6章参考資料 第２様式集） 
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オ  被害情報伝達様式 1 

 
引用：千葉県水防計画(平成 27年度版)（第 6章参考資料 第 5様式集） 

5 
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カ  被害情報伝達様式 2 

 
引用：千葉県水防計画(平成 27年度版)（第 6章参考資料 第 5様式集）

5 
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(10)  河川工作物一覧 

 

樋門・樋管の管理者（操作担当者を含む）は、気象状況の通知を受けた後、あるいは水

位の異常を認めた後は水位の変動を監視し、取り扱い要領に基づき内外水位の状況に応じ、

時期を逸しない様門扉等の開閉を行う。この場合、江戸川河川事務所及び東葛飾土木事務

所に報告するものとする。 

 

河 川 名 称 設置場所 管理者 

江戸川 新川第2排水機場 流山市大字上新宿新田 新川土地改良区 

江戸川 流山南部排水樋管 流山市大字下花輪 流山土地改良区 

江戸川 流山排水機場 流山市大字下花輪 流山市 

江戸川 今上落排水樋管 流山市流山1丁目 国土交通省 

江戸川 流山排水樋管 流山市流山5丁目 国土交通省 

利根運河 西深井第1排水樋管 流山市大字西深井 国土交通省 

利根運河 西深井第2排水樋管 流山市大字西深井 国土交通省 

利根運河 運河樋管 流山市大字西深井 流山市 

坂川 鰭ケ崎第1樋管 流山市大字鰭ケ崎 流山市 

坂川 鰭ケ崎第2樋管 流山市大字鰭ケ崎 流山市 

坂川 鰭ケ崎第3樋管 流山市大字鰭ケ崎 流山市 

坂川 鰭ケ崎第4樋管 流山市大字鰭ケ崎 流山市 

坂川 鰭ケ崎第5樋管 流山市大字鰭ケ崎 流山市 

坂川 鰭ケ崎第6樋管 流山市大字鰭ケ崎 流山市 

坂川 宮園第1樋管 流山市大字鰭ケ崎 流山市 

坂川 宮園第2樋管 流山市大字鰭ケ崎 流山市 

坂川 宮園第3樋管 流山市宮園3丁目 流山市 

坂川 芝崎第1樋管 流山市芝崎 流山市 

坂川 芝崎第2樋管 流山市芝崎 流山市 

坂川 芝崎第3樋管 流山市芝崎 流山市 

坂川 前ケ崎樋管 流山市前ケ崎 流山市 

坂川 名都借樋管 流山市前ケ崎 流山市 

坂川 八木南樋管 流山市野々下2丁目 流山市 

坂川 野々下樋管 流山市野々下2丁目 流山市 

八木川 長崎樋管 流山市野々下2丁目 流山市 

大堀川 駒木第1樋管 流山市駒木 流山市 

大堀川 駒木第2樋管 流山市駒木 流山市 

利根運河 諏訪下排水樋管 柏市大青田 国土交通省 
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(11)  水防本部組織班員数 

水防本部組織 

水防本部設置前 水防本部設置時 

水防準備体制 水防注意体制 水防警戒体制 

組織長 組織員 組織長 組織員 組織長 組織員 

本 部 別途、表に記載     ○  

総 務 部 秘 書 広 報 班 秘書広報課    ２ ○  

企画政策課     ○  

総 務 班 防災危機管理課  ３ ○ ３ ○  

河川課  ３ ○ ４ ○  

総務課     ○  

情 報 収 集 班 税制課     ○  

市民税課     ○  

資産税課     ○  

救 援 部 救 援 庶 務 班 社会福祉課     ○  

避難誘導救援班 コミュニティ課     ○  

市民課     ○  

防災危機管理課     ○  

防 疫 衛 生 班 環境政策・ 

放射能対策課 
    ○  

クリーンセンター     ○  

建 設 部 建 設 庶 務 班 道路管理課  12  17 ○  

防災危機管理課    １   

道 路 班 道路建設課    ４ ○  

都 市 計 画 班 都市計画課    ４ ○  

建築住宅課    ３ ○  

宅地課    ２ ○  

河 川 班 下水道建設課  ２  ４ ○  

河川課  ２  ３ ○  

都 市 整 備 班 まちづくり推進課    ３ ○  

西平井・鰭ヶ崎地区

区画整理事務所 
    ○  

みどりの課     ○  

消 防 部 消 防 総 務 班 消防総務課     ○  

予 防 消 防 班 消防防災課    ５ ○  

予防課     ○  

警 防 班 中央消防署  

各署 

１隊 

 ６ ○  

北消防署   ６ ○  

東消防署   ６ ○  

南消防署   ６ ○  

水防団(消防団） 別途計画する。 

各
班
長
が
定
め
た
所
属
職
員 
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(12)  流山市防災会議条例及び運営要領 

ア  流山市防災会議条例 

流山市防災会議条例 

昭和 37年 12月 24日 

条例第 18号 

最終改正 

平成 24年 12月 21日条例第 29号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第 6 項の規定によ

り、流山市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとす

る。 

 

(所掌事務) 

第 2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 流山市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 流山市水防計画を調査審議すること。 

(3) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集するこ 

と。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

 

(会長及び委員) 

第 3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2 会長は、市長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、その定数は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 2人 

(2) 千葉県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 3人以内 

(3) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命するもの 1人 

(4) 千葉県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人 

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 4人以内 

(6) 教育長 

(7) 消防長及び消防団長 

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 2人以内 

(9) 公共団体等のうちから市長が任命する者 4人 

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 5

人以内 

(11) 市民等 6人以内 

6 前項第 8号から第 11号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

その前任者の残任期間とする。 

7 前項の委員は、再任されることができる。 

 

(専門委員) 

第 4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2  専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の

職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 



 

 

資料-15 

 

 

(議事等) 

第 5 条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な

事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

 

イ  運営要領 

流山市防災会議運営要領 

(趣旨) 

第 1条 この要領は、流山市防災会議条例(昭和 37年流山市条例第 18号。以下「条例」と

いう。)第 5 条の規定により、流山市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(会長代理委員の指名) 

第 2 条 条例第 3 条第 4 項の規定による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある

委員とする。 

 

(防災会議の代理出席) 

第 2条の 2 委員(条例第 3条第 5項第 7号及び第 8号の規定により任命された委員を除く。)

は、防災会議に出席できないときは、当該委員が属する機関又は組織の中から、あらかじ

め当該委員が指名するものにその権限を委任することができる。 

 

(会議) 

第 3条 防災会議は、会長が招集し、議長となる。 

2 委員は、防災会議の必要があると認めたときは、会長に防災会議の招集を求めることが

できる。 

3  防災会議は、委員の 2分の 1以上が出席しなければ開催することができない。 

4  防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 

(委任による処理) 

第 4 条  防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長にお

いて処理することができる。 

2  前項の規定により処理したときは、会長は、次の防災会議にこれを報告しなければなら

ない。 

 

(意見の聴取) 

第 5 条  会長は、必要があるときは、委員の属する機関の職員を防災会議に出席させ、意

見を聴くことができる。 

 

(庶務) 

第 6条  防災会議の庶務は、防災担当課において処理する。 
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ウ  委員名簿 

適 用 号 職   名 

会 長 流山市長 

1号委員 国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所長 

1号委員 関東農政局千葉支局 地方参事官（千葉支局長） 

2号委員 千葉県東葛飾地域振興事務所長 

2号委員 千葉県東葛飾土木事務所長 

2号委員 千葉県松戸健康福祉センター長 

3号委員 陸上自衛隊需品学校学校長 

4号委員 千葉県流山警察署長 

5号委員 流山市副市長 

5号委員 流山市総務部長 

5号委員 流山市健康福祉部長 

5号委員 流山市土木部長 

6号委員 流山市教育委員会教育長 

7号委員 流山市消防長 

7号委員 流山市消防団長 

8号委員 東日本電信電話株式会社 千葉事業部 千葉西支店長 

8号委員 東京電力株式会社東葛支社 東葛制御所長 

9号委員 一般社団法人流山市医師会 会長 

9号委員 一般社団法人流山市歯科医師会 会長 

10号委員 江戸川大学 教授 

10号委員 江戸川大学 教授 

10号委員 東京大学大学院 教授 

10号委員 美田自治会 名誉会長 

11号委員  

11号委員  

11号委員  

11号委員  

11号委員  

11号委員  

事務局 流山市市民生活部防災危機管理課 
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(13)  避難所一覧 

Ⅰ-(1) 避難場所(1/3) 

№ 名称 所在地 連絡先 
避難 

施設 

面積 

（m2） 

収容 

人員 
避難地区 

1  流山小学校 流山4丁目359

番地 

7158-1043 グ ラ ウ

ンド 

7,525  3,762  大字流山 流山1～9丁目 西平井 

平和台2～4丁目 

2  新川小学校 大字中野久木

339番地 

7152-3004 グ ラ ウ

ンド 

6,414  3,207  平方 美原1～4丁目 中野久木 

北・小屋 上新宿 上新宿新田 南 

富士見台 富士見台1・2丁目 西初石

1丁目 

3  八木南小学校 芝崎92番地 7158-1142 グ ラ ウ

ンド 

9,696  4,848  宮園1～3丁目 思井 中 芝崎 古

間木 前平井 後平井 野々下1・2

丁目 

4  八木北小学校 美田208番地 7152-4604 グ ラ ウ

ンド 

7,420  3,710  駒木 駒木台 青田 十太夫 美田 

東初石1～4丁目 

5  江戸川台小学校 江戸川台東3

丁目11番地 

7152-0103 グ ラ ウ

ンド 

9,412  4,706  江戸川台東1～4丁目 江戸川台西1～

4丁目 こうのす台  

6  東小学校 名都借856番

地 

7145-3369 グ ラ ウ

ンド 

11,170  5,585  前ヶ崎 向小金1～4丁目 名都借 

松ヶ丘1～6丁目 西松ヶ丘1丁目 

7  東深井小学校 大字東深井

879番地の2 

7153-3430 グ ラ ウ

ンド 

7,936  3,968  東深井 こうのす台 

8  鰭ヶ崎小学校 鰭ヶ崎7番地

の1 

7158-5911 グ ラ ウ

ンド 

6,308  3,154  大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 南流山1・4・5

丁目 

9  西初石小学校 西初石4丁目

347番地 

7154-5863 グ ラ ウ

ンド 

5,425  2,712  桐ケ谷・谷・上貝塚 下花輪 大畔 

若葉台 西初石2～4丁目 

10  向小金小学校 向小金3丁目

149番地の1 

7174-1320 グ ラ ウ

ンド 

10,689  5,344  前ヶ崎 向小金1～4丁目 

11  長崎小学校 野々下2丁目

10番地の1 

7145-2111 グ ラ ウ

ンド 

9,007  4,503  野々下2～6丁目 長崎1・2丁目 名都

借 

12  小山小学校 十太夫97番地

の1 

7154-6937 グ ラ ウ

ンド 

9,037  4,518  市野谷 駒木 十太夫 東初石5・6

丁目 西初石5・6丁目 

13  流山北小学校 加一丁目795

番地の1 

7159-5674 グ ラ ウ

ンド 

9,941  4,970  大字加 加一～六丁目 大字三輪野

山 三輪野山一～五丁目 平和台1・5

丁目 市野谷 

14  西深井小学校 大字西深井67

番地の1 

7154-8655 グ ラ ウ

ンド 

7,704  3,852  深井新田・平方村新田 西深井 東深

井 平方 美原1～4丁目 

15  南流山小学校 大字木487番

地 

7159-2521 グ ラ ウ

ンド 

9,799  4,899  大字流山 木 南流山2・3・6～8丁目 

16  南部中学校 加三丁目600

番地の1 

7158-0137 グ ラ ウ

ンド 

13,218  6,609  大字流山 流山1～9丁目 大字加 

加一～六丁目 大字三輪野山 三輪

野山一～五丁目 西平井 大字鰭ヶ

崎・鰭ヶ崎 木 平和台1～5丁目 南

流山1～8丁目 下花輪 前平井 後

平井 市野谷  

  
注)  の避難場所については、一級河川江戸川が増水し、万が一市内の堤防が 

決壊した場合には浸水することが想定される。 



 

 

資料-16 

 

Ⅰ-(1) 避難場所(2/3) 

№ 名称 所在地 連絡先 
避難 

施設 

面積 

（m2） 

収容 

人員 
避難地区 

17  北部中学校 大字中野久木

577番地 

7152-0036 グ ラ ウ

ンド 

10,545  5,272  平方 美原1～4丁目 中野久木 

北・小屋 上新宿 上新宿新田 江戸

川台西1～4丁目 富士見台 富士見

台1・2丁目 

18  東部中学校 

 

名都借865番

地 

7144-3514 グ ラ ウ

ンド 

14,053  7,026  前ヶ崎 向小金1～4丁目 名都借 

松ヶ丘1～6丁目 西松ヶ丘1丁目 

19  東深井中学校 

 

大字東深井47

番地 

7154-5864 グ ラ ウ

ンド 

10,926  5,463  深井新田・平方村新田 西深井 東深

井 平方  

20  常盤松中学校 

 

東初石3丁目

134番地 

7152-0842 グ ラ ウ

ンド 

10,708  5,354  十太夫 美田 東初石1～5丁目 

21  八木中学校 古間木210番

地の2 

7159-7461 グ ラ ウ

ンド 

10,256  5,128  西平井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 木 南

流山1～8丁目 宮園1～3丁目 思井 

中 芝崎 古間木 野々下1・2丁目 

長崎1・2丁目 

22  南流山中学校 

 

大字流山2539

番地の1 

7159-2551 グ ラ ウ

ンド 

15,360  7,680  大字流山 流山7・8丁目 大字鰭ヶ

崎・鰭ヶ崎 木 南流山1～8丁目 

23  西初石中学校 

 

西初石4丁目

455番地の1 

7154-3091 グ ラ ウ

ンド 

14,766  7,383  上新宿 南 桐ケ谷・谷・上貝塚 下

花輪 大畔 若葉台 西初石1～5丁

目 

24  流山高等学校 

 

東初石2丁目

98番地 

7153-3161 グ ラ ウ

ンド 

14,000  7,000  江戸川台東1丁目 駒木台 青田 東

初石1～4丁目 

25  流山おおたかの

森高等学校 

大字大畔275

番地の5 

7154-3551 グ ラ ウ

ンド 

32,439  16,219  上新宿 南 桐ケ谷・谷・上貝塚 下

花輪 大畔 若葉台 西初石1～5丁

目 

26  特別支援学校流

山高等学園第二

キャンパス 

名都借140番

地 

7154-3551 グ ラ ウ

ンド 

16,815  8,407  前ヶ崎 名都借 松ヶ丘1～6丁目 

西松ヶ丘1丁目 

27  流山南高等学校 

 

流山9丁目800

番地の1 

7159-1231 グ ラ ウ

ンド 

18,082  9,041  大字流山 流山1～9丁目 西平井 

大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 平和台1～5丁目 

南流山1～8丁目  

28  流山北高等学校 

 

大字中野久木

7番地の1 

7154-2100 グ ラ ウ

ンド 

19,190  9,595  深井新田・平方村新田 平方 美原1

～4丁目 中野久木 北・小屋 上新

宿 上新宿新田 南 富士見台 富

士見台1・2丁目 

29 特別支援学校流

山高等学園 

野々下2丁目

496番地の1 

7148-0200 グ ラ ウ

ンド 

10,532 5,266 芝崎 古間木 野々下１～6丁目 長

崎１～２丁目 前ヶ崎 名都借 

30  東洋学園大学 

 

大字鰭ヶ崎

1660番地 

7150-3001 グ ラ ウ

ンド 

41,872  20,936  西平井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 宮園1

～3丁目 思井 

31  江戸川大学 

 

駒木474番地 7152-0661 グ ラ ウ

ンド 

58,063  29,031  駒木 駒木台 十太夫 美田 東初

石5・6丁目 

32  東深井地区公園 大字東深井

815番地 

7150-6092 公園 55,337  27,668  東深井 こうのす台 

33  南流山中央公園 南流山3丁目

14番地 

7150-6092 公園 12,155  6,077  南流山1～6丁目 

 
注)  の避難場所については、一級河川江戸川が増水し、万が一市内の堤防が 

決壊した場合には浸水することが想定される。 
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Ⅰ-(1) 避難場所(3/3) 

№ 名称 所在地 連絡先 
避難 

施設 

面積 

（m2） 

収容 

人員 
避難地区 

34  東部近隣公園 名都借240番

地 

7150-6092 公園 16,751  8,375  名都借 松ヶ丘2～4丁目 西松ヶ丘1

丁目 

35  三輪野山近隣公

園 

三輪野山二丁

目292番地 

7150-6092 公園 10,797  5,398  加三・四丁目 大字三輪野山 三輪野

山一～五丁目 下花輪 市野谷 

36  運河水辺公園 大字東深井

368番地の1 

7150-6092 公園 24,129  12,064  西深井 東深井 

37  平和台2号公園 平和台2丁

目12番地 

7150-6092 公園 5,816  2,908  西平井 平和台1～5丁目 思井 中 

前平井 後平井  

38  松ヶ丘ふるさと

公園 

松ヶ丘4丁

目495番地

の1 

7150-6092 公園 13,548  6,774  名都借 松ヶ丘1・2・4～6丁目 

39 西初石近隣公園 西初石６丁

目815の11 

7150-6092 公園 20,000 10,000 西初石5・6丁目 市野谷 十太夫 

東初石5・6丁目 

40 

  

江戸川河川敷緑

地 

南流山7丁

目 

7150-6092 緑地 143,420  71,710  流山7・8丁目 木 南流山7・8丁目  

 

 

 

 

 

Ⅰ-(2) 広域避難場所 

 

№ 名称 所在地 連絡先 面積（m2） 収容人員 

1  流山市総合運動

公園 

野々下1丁目

40番地の1 

7150-6092 150,349  75,174  

 

 

 

注)  の避難場所については、一級河川江戸川が増水し、万が一市内の堤防が 

決壊した場合には浸水することが想定される。 
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Ⅱ 避難所 

（1/4） 

№ 名称 所在地 連絡先 避難施設 
面積 

（㎡） 

収容 

人員 
避難地区 

1 流山小学校 
流山4丁目359

番地 
7158-1043 屋内体育館 745  372  

大字流山 流山1～9丁目 西平

井 平和台2～4丁目 

2 新川小学校 
大字中野久木

339番地 
7152-3004 屋内体育館 698  349  

平方 美原1～4丁目 中野久木 

北・小屋 上新宿 上新宿新田 

南 富士見台 富士見台1・2丁目 

西初石1丁目 

3 八木南小学校 芝崎92番地 7158-1142 屋内体育館 797  398  

宮園1～3丁目 思井 中 芝崎 

古間木 前平井 後平井 野々

下1・2丁目 

4 八木北小学校 美田208番地 7152-4604 屋内体育館 793  396  
駒木 駒木台 青田 十太夫 

美田 東初石1～4丁目 

5 
江戸川台小学

校 

江戸川台東3丁

目１１番地 
7152-0103 屋内体育館 751  375  

江戸川台東1～4丁目 江戸川台

西1～4丁目 こうのす台  

6 東小学校 名都借856番地 7145-3369 屋内体育館 833  416  

前ヶ崎 向小金1～4丁目 名都

借 松ヶ丘1～6丁目 西松ヶ丘1

丁目 

7 東深井小学校 
大字東深井879

番地の2 
7153-3430 屋内体育館 756  378  

東深井 こうのす台 

8 鰭ヶ崎小学校 
鰭ヶ崎7番地の

１ 
7158-5911 屋内体育館 738  367  

大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 南流山1・

4・5丁目 

9 西初石小学校 
西初石 4丁目

347番地 
7154-5863 屋内体育館 762  381  

桐ケ谷・谷・上貝塚 下花輪 大

畔 若葉台 西初石2～4丁目 

10 向小金小学校 
向小金3丁目１

49番地の１ 
7174-1320 屋内体育館 741  370  

前ヶ崎 向小金1～4丁目 

11 長崎小学校 
野々下2丁目１

0番地の１ 
7145-2111 屋内体育館 754  377  

野々下2～6丁目 長崎1・2丁目 

名都借 

12 小山小学校 
十太夫97番地

の1 
7154-6937 屋内体育館 1,185  592  

市野谷 駒木 十太夫 東初石

5・6丁目 西初石5・6丁目 

13 流山北小学校 
加一丁目795番

地の１ 
7159-5674 屋内体育館 749  374  

大字加 加一～六丁目 大字三

輪野山 三輪野山一～五丁目 

平和台1・5丁目 市野谷 

14 西深井小学校 
大字西深井67

番地の１ 
7154-8655 屋内体育館 751  375  

深井新田・平方村新田 西深井 

東深井 平方 美原1～4丁目 

15 南流山小学校 大字木487番地 7159-2521 屋内体育館 767  383  
大字流山 木 南流山2・3・6～8

丁目 

16 

南部中学校 加三丁目600番

地の１ 

7158-0137 屋内体育館 1,392  696  大字流山 流山1～9丁目 大字

加 加一～六丁目 大字三輪野

山 三輪野山一～五丁目 西平

井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 木 平

和台1～5丁目 南流山1～8丁目 

下花輪 前平井 後平井 市野

谷  

 
注)  の避難所については、一級河川江戸川が増水し、万が一市内の堤防が 

決壊した場合には浸水することが想定されます。 
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（2/4） 

№ 名称 所在地 連絡先 避難施設 
面積 

（㎡） 

収容 

人員 
避難地区 

17 

北部中学校 大字中野久木

577番地 

7152-0036 屋内体育館 1,689 844  平方 美原1～4丁目 中野久木 

北・小屋 上新宿 上新宿新田 

江戸川台西1～4丁目 富士見台 

富士見台1・2丁目 

18 

東部中学校 名都借865番地 7144-3514 屋内体育館 1,581  790  前ヶ崎 向小金1～4丁目 名都

借 松ヶ丘1～6丁目 西松ヶ丘1

丁目 

19 
東深井中学校 大字東深井47

番地 

7154-5864 屋内体育館 1,378  689  深井新田・平方村新田 西深井 

東深井 平方  

20 
常盤松中学校 東初石3丁目１

34番地 

7152-0842 屋内体育館 1,571  785  十太夫 美田 東初石1～5丁目 

21 

八木中学校 古間木2１0番

地の2 

7159-7461 屋内体育館 1,668  834  西平井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 木 

南流山1～8丁目 宮園1～3丁目 

思井 中 芝崎 古間木 野々

下1・2丁目 長崎1・2丁目 

22 南流山中学校 
大字流山 2539

番地の１ 
7159-2551 屋内体育館 1,501  750  

大字流山 流山7・8丁目 大字鰭

ヶ崎・鰭ヶ崎 木 南流山1～8

丁目 

23 西初石中学校 
西初石 4丁目

455番地の１ 
7154-3091 屋内体育館 1,713  856  

上新宿 南 桐ケ谷・谷・上貝塚 

下花輪 大畔 若葉台 西初石1

～5丁目 

24 流山高等学校 
東初石2丁目98

番地 
7153-3161 屋内体育館 2,497  1,248  

江戸川台東1丁目 駒木台 青田 

東初石1～4丁目 

25 

流山おおたか

の森高等学校 

大字大畔275番

地の5 

7154-3551 屋内体育館 1,511  755  上新宿 南 桐ケ谷・谷・上貝塚 

下花輪 大畔 若葉台 西初石1

～5丁目 

26 

特別支援学校

流山高等学園

第二キャンパ

ス 

名都借１40番

地 

7141-9900 屋内体育館 1,369  684  前ヶ崎 名都借 松ヶ丘1～6丁

目 西松ヶ丘1丁目 

27 

流山南高等学

校 

流山9丁目800

番地の１ 

7159-1231 屋内体育館 2,969 1,484  大字流山 流山1～9丁目 西平

井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 平和台

1～5丁目 南流山1～8丁目  

28 

流山北高等学

校 

大字中野久木7

番地の１ 

7154-2100 屋内体育館 2,367  1,183  深井新田・平方村新田 平方 美

原1～4丁目 中野久木 北・小屋 

上新宿 上新宿新田 南 富士

見台 富士見台1・2丁目 

29 
特別支援学校

流山高等学園 

野々下 2丁目

496番地の１ 
7148-0200 屋内体育館 

684  342  芝崎 古間木 野々下1～6丁目 

長崎1・2丁目 前ヶ崎 名都借  

30 
東洋学園大学 大字鰭ヶ崎１

660番地 

7150-3001 屋内体育館 1,392  696  西平井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 宮

園1～3丁目 思井 

31 
江戸川大学 駒木474番地 7152-0661 屋内体育館 691  345  駒木 駒木台 十太夫 美田 

東初石5・6丁目 

注)  の避難所については、一級河川江戸川が増水し、万が一市内の堤防が 

決壊した場合には浸水することが想定される。 
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（3/4） 

№ 名称 所在地 連絡先 避難施設 
面積 

（㎡） 

収容 

人員 
避難地区 

32 

勤労者総合福

祉センター 

大字大畔25番

地の１7 

7155-5701 全室 1,929  964  上新宿 南 桐ケ谷・谷・上貝塚 

下花輪 大畔 若葉台 西初石1

～5丁目 

33 

勤労者体育施

設 

大字大畔64番

地の１ 

7155-5701 全室 1,106  553  上新宿 南 桐ケ谷・谷・上貝塚 

下花輪 大畔 若葉台 西初石1

～5丁目 

34 

博物館 加一丁目１225

番地の6 

7159-3434 全室 1,752  876  流山1丁目 加一～六丁目 大字

三輪野山 三輪野山一～五丁目 

平和台1～5丁目 

35 

中野久木保育

所 

大字中野久木

373番地 

7152-0921 全室 704  352  平方 美原1～4丁目 中野久木 

北・小屋 上新宿 上新宿新田 

南 富士見台 富士見台1・2丁目 

西初石1丁目 

36 

平和台保育所 平和台2丁目6

番地の3 

7158-1424 全室 1,122  561  大字流山 流山1～9丁目 西平

井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 木 平

和台1～5丁目 南流山1～8丁目 

37 
江戸川台保育

所 

江戸川台東3丁

目5番地 

7152-0611 全室 823  411  江戸川台東1～4丁目 

38 
向小金保育所 向小金3丁目１

02番地の１ 

7174-5217 全室 841  420  向小金1～4丁目 

39 
東深井保育所 大字東深井１

77番地の2 

7154-6025 全室 792  396  東深井 江戸川台東4丁目 こう

のす台 

40 
老人福祉セン

ター 

大字東深井986

番地の１ 

7152-2373 全室 300  150  東深井 こうのす台 

41 
駒木台福祉会

館 

駒木台22１番

地の3 

7154-4821 全室 589  294  駒木台 青田 美田 

42 
流山福祉会館 流山2丁目１02

番地 

7159-1520 全室 400  200  流山1～9丁目 大字加 

43 
江戸川台福祉

会館 

江戸川台東１

丁目25１番地 

7154-3026 全室 501  250  江戸川台東1～4丁目 

44 
西深井福祉会

館 

大字西深井3１

3番地 

7154-3120 全室 148  74  深井新田・平方村新田 西深井 

東深井 

45 
思井福祉会館 思井79番地の2 7159-5666 全室 500  250  大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 宮園1～3

丁目 思井 中 前平井 

46 
向小金福祉会

館 

向小金2丁目１

92番地の2 

7173-9320 全室 465  232  前ヶ崎 向小金1～4丁目 

47 
南福祉会館 大字南102番地

の2 

7155-3160 全室 104  52  北・小屋 上新宿 上新宿新田 

南 桐ケ谷・谷・上貝塚  

48 
十太夫福祉会

館 

十太夫97番地 

の1 

7154-5254 全室 412 206 市野谷 駒木 十太夫 

東初石5・6丁目 西初石5・6丁目 

49 
東深井福祉会

館 

大字東深井498

番地の3 

7155-3638 全室 458  229  東深井 こうのす台 

  
注)  の避難所については、一級河川江戸川が増水し、万が一市内の堤防が 

決壊した場合には浸水することが想定される。 
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（4/4） 

№ 名称 所在地 連絡先 避難施設 
面積 

（㎡） 

収容 

人員 
避難地区 

50 

名都借福祉会

館 

名都借274番地 7144-5510 全室 165  82  前ヶ崎 向小金1～4丁目 名都

借 松ヶ丘1～6丁目 西松ヶ丘1

丁目 

51 
野々下福祉会

館 

野々下 2丁目

709番地の3 

7145-9500 全室 403  201  古間木 野々下1～6丁目 長崎

1・2丁目 名都借 

52 
南流山福祉会

館 

南流山3丁目3

番地の１ 

7150-4320 全室 466  233  南流山1～8丁目  

53 

赤城福祉会館 流山8丁目１07

１番地 

7158-4545 全室 523  261  大字流山 流山1～9丁目 西平

井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 南流山

1～8丁目  

54 

平和台福祉会

館 

平和台5丁目45

番地の3 

7158-4264 全室 138  69  大字流山 流山1～9丁目 西平

井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 木 平

和台1～5丁目 南流山1～8丁目 

宮園1～3丁目 思井 中 

55 

生涯学習セン

ター 

中１１0番地 7150-7474 全室 5,849  2,924  大字流山 流山1～9丁目 西平

井 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 木 南

流山1～8丁目 宮園1～3丁目 

思井 中 芝崎 古間木 前平

井 後平井  

56 

文化会館 加一丁目１6番

地の2 

7158-3462 全室 2,384  1,192  流山1～4丁目 大字加 加一～

六丁目 大字三輪野山 三輪野

山一～五丁目 平和台1～5丁目 

下花輪 市野谷 

57 

北部公民館 美原１丁目１

58番地の2 

7153-0567 全室 394  197  平方 美原1～4丁目 中野久木 

北・小屋 上新宿 江戸川台西1

～4丁目 富士見台 富士見台

1・2丁目 

58 

東部公民館 名都借756番地

の4 

7144-2988 全室 478  239  前ヶ崎 向小金1～4丁目 名都

借 松ヶ丘1～6丁目 西松ヶ丘1

丁目 

59 初石公民館 
西初石4丁目38

１番地の2 
7154-9101 全室 530  265  

西初石1～5丁目 

60 
南流山センタ

ー 

南流山3丁目3

番地の１ 

7159-4511 全室 698  349  大字流山 大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 

木 南流山1～8丁目  

61 

市民総合体育

館 

野々下１丁目

29番地の4 

7159-1212 屋内体育館 

 

4,417  2,208  大字加 加一～六丁目 大字三

輪野山 三輪野山一～五丁目 

大字鰭ヶ崎・鰭ヶ崎 木 宮園1

～3丁目 思井 中 芝崎 古間

木 前平井 後平井 市野谷 

野々下1丁目 

 

注)  の避難所については、一級河川江戸川が増水し、万が一市内の堤防が 

決壊した場合には浸水することが想定される。 
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(14)  内水ハザードマップ 

平成 25 年 1 月に作成し、平成 27 年 3 月に更正した浸水（内水）ハザードマップを以下

に示す。 
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(15)  洪水ハザードマップ 

平成 18年 4月に作成し、平成 22年 4月に更正した洪水ハザードマップを以下に示す。 
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4  東葛中部地区連合水防団規約 
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